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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成23年3月31日(2011.3.31)

【公開番号】特開2008-230237(P2008-230237A)
【公開日】平成20年10月2日(2008.10.2)
【年通号数】公開・登録公報2008-039
【出願番号】特願2008-37045(P2008-37045)
【国際特許分類】
   Ｂ３２Ｂ  15/08     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   9/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   7/02     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   5/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｄ  29/04     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   7/20     (2006.01)
   Ｂ６４Ｃ   1/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｋ  19/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ３２Ｂ  15/08    　　　Ｄ
   Ｂ３２Ｂ   9/00    　　　Ａ
   Ｂ３２Ｂ   7/02    １０５　
   Ｂ３２Ｂ   5/00    　　　Ａ
   Ｂ６２Ｄ  29/04    　　　Ａ
   Ｈ０５Ｋ   7/20    　　　Ｂ
   Ｂ６４Ｃ   1/00    　　　Ｂ
   Ｂ６２Ｋ  19/16    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年2月9日(2011.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
連続した強化繊維（ａ）、マトリックス樹脂（ｂ）、および、炭素、セラミックス、無機
材料の核が熱伝導性物質で被覆されてなる材料、有機材料の核が熱伝導性物質で被覆され
てなる材料、および、金属の群から選択される少なくとも１種の熱伝導性添加材（ｃ）か
らなる繊維強化樹脂部材（Ｉ）と、金属部材(II)とを接合した複合構造体において、該繊
維強化樹脂部材（Ｉ）を構成する強化繊維（ａ）の繊維方向における熱伝導率が１０Ｗ／
ｍ・Ｋ以上であり、該熱伝導性添加材（ｃ）の熱伝導率が該強化繊維（ａ）よりも高い複
合構造体。
【請求項２】
前記熱伝導性添加材（ｃ）の平均粒子径が５μｍ以下の粒子状である、請求項１に記載の
複合構造体。
【請求項３】
前記有機材料の核が熱可塑性樹脂である、請求項１または２に記載の複合構造体。
【請求項４】
前記熱可塑性樹脂が、ポリアミド、ポリカーボナート、ポリアセタール、ポリフェニレン
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オキシド、ポリフェニレンスルフィド、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミドイミ
ド、ポリイミド、ポリエーテルイミド、フェニルトリメチルインダン構造を有するポリイ
ミド、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテ
ルケトン、ポリアラミド、ポリエーテルニトリルおよびポリベンズイミダゾールからなる
群から選ばれた少なくとも1種である、請求項３に記載の複合構造体。
【請求項５】
前記熱伝導性物質が白金、金、銀、銅、錫、ニッケル、チタンおよび炭素からなる群から
選ばれた少なくとも１種を含んでなる、請求項１～４のいずれかに記載の複合構造体。
【請求項６】
前記繊維強化樹脂部材（Ｉ）の厚み方向の熱伝導率が１Ｗ／ｍ・Ｋ以上である、請求項１
～５のいずれかに記載の複合構造体。
【請求項７】
前記繊維強化樹脂部材（Ｉ）を構成する前記マトリックス樹脂（ｂ）中に、前記熱伝導性
添加材（ｃ）が１～５０体積％の範囲内で添加されてなる、請求項１～６のいずれかに記
載の複合構造体。
【請求項８】
前記熱伝導性添加材（ｃ）の、平均凝集ストラクチャー長が１０～１００μｍである、請
求項１～７のいずれかに記載の複合構造体。
【請求項９】
前記熱伝導性添加材（ｃ）が、前記金属部材(II)と接してなる、請求項１～８のいずれか
に記載の複合構造体。
【請求項１０】
前記金属部材(II)が、アルミニウム、チタン、銅、マグネシウム、およびその合金より選
択される少なくとも１種である、請求項１～９のいずれかに記載の複合構造体。
【請求項１１】
前記熱伝導性添加材（ｃ）の熱伝導率が前記金属部材(II)よりも高い、請求項１～１０の
いずれかに記載の複合構造体。
【請求項１２】
前記強化繊維（ａ）がポリアクリロニトリル系炭素繊維である、請求項１～１１のいずれ
かに記載の複合構造体。
【請求項１３】
前記繊維強化樹脂部材（Ｉ）と、前記金属材料(II)とを、少なくとも２層以上に積層した
積層構造体である、請求項１～１２のいずれかに記載の複合構造体。
【請求項１４】
前記金属材料(II)を芯材とし、該芯材の片面に、前記繊維強化樹脂部材（Ｉ）を配置し、
該芯材の残る片面に、繊維強化樹脂部材(III)を配置したサンドイッチ構造体であって、
該繊維強化樹脂部材(III)の厚み方向の熱伝導率が１Ｗ／ｍ・Ｋ未満である、請求項１３
に記載の複合構造体。
【請求項１５】
前記積層構造体の最大厚みが２ｍｍ以下である、請求項１３または１４に記載の複合構造
体。
【請求項１６】
電気・電子機器の筐体または部材、自動車、二輪車、航空機、建材用途の部品または部材
に用いられる、請求項１～１５のいずれかに記載の複合構造体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
（２）前記熱伝導性添加材（ｃ）の平均粒子径が５μｍ以下である、前記（１）に記載の
複合構造体。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
（３）前記有機材料の核が熱可塑性樹脂である、前記（１）または（２）に記載の複合構
造体。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
（４）前記熱可塑性樹脂が、ポリアミド、ポリカーボナート、ポリアセタール、ポリフェ
ニレンオキシド、ポリフェニレンスルフィド、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミ
ドイミド、ポリイミド、ポリエーテルイミド、フェニルトリメチルインダン構造を有する
ポリイミド、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルケトン、ポリエーテル
エーテルケトン、ポリアラミド、ポリエーテルニトリルおよびポリベンズイミダゾールか
らなる群から選ばれた少なくとも1種である、前記（３）に記載の複合構造体。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
（５）前記熱伝導性物質が白金、金、銀、銅、錫、ニッケル、チタンおよび炭素からなる
群から選ばれた少なくとも１種を含んでなる、前記（１）～（４）のいずれかに記載の複
合構造体。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
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【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
（６）前記繊維強化樹脂部材（Ｉ）の厚み方向の熱伝導率が１Ｗ／ｍ・Ｋ以上である、前
記（１）～前記（５）のいずれかに記載の複合構造体。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
（７）前記繊維強化樹脂部材（Ｉ）を構成する前記マトリックス樹脂（ｂ）中に、前記熱
伝導性添加材（ｃ）が１～５０体積％の範囲内で添加されてなる、前記（１）～前記（６
）のいずれかに記載の複合構造体。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
（８）前記熱伝導性添加材（ｃ）の、平均凝集ストラクチャー長が１０～１００μｍであ
る、前記（１）～（７）のいずれかに記載の複合構造体。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
（９）前記熱伝導性添加材（ｃ）が、前記金属部材(II)と接してなる、前記（１）～（８
）のいずれかに記載の複合構造体。
【手続補正１７】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
（１０）前記金属部材(II)が、アルミニウム、チタン、銅、マグネシウム、およびその合
金より選択される少なくとも１種である、前記（１）～（９）のいずれかに記載の複合構
造体。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
（１１）前記熱伝導性添加材（ｃ）の熱伝導率が前記金属部材(II)よりも高い、前記（１
）～（１０）のいずれかに記載の複合構造体。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
（１２）前記強化繊維（ａ）がポリアクリロニトリル系炭素繊維である、前記（１）～（
１１）のいずれかに記載の複合構造体。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
（１３）前記繊維強化樹脂部材（Ｉ）と、前記金属材料(II)とを、少なくとも２層以上に
積層した積層構造体である、前記（１）～（１２）のいずれかに記載の複合構造体。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
（１４）前記金属材料(II)を芯材とし、該芯材の片面に、前記繊維強化樹脂部材（Ｉ）を
配置し、該芯材の残る片面に、繊維強化樹脂部材(III)を配置したサンドイッチ構造体で
あって、該繊維強化樹脂部材(III)の厚み方向の熱伝導率が１Ｗ／ｍ・Ｋ未満である、前
記（１３）に記載の複合構造体。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
（１５）前記積層構造体の最大厚みが２ｍｍ以下である、前記（１３）または（１４）に
記載の複合構造体。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
（１６）電気・電子機器の筐体または部材、自動車、二輪車、航空機、もしくは建材用途
の部品または部材に用いられる、前記（１）～（１５）のいずれかに記載の複合構造体。
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